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1. 目的 

この実施要領は「酒田市内部業務システム更新業務」（以下「本業務」という。）に係る

プロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）により、事業者を決定するために必

要な手続き、方法等を定めたものである。 

参加者は本実施要領、参加者募集の公告及び仕様書の内容を熟知のうえ、本実施要

領に示した書類の提出を依頼する。 

 

2. 業務の概要 

(1) 業務名 

酒田市内部業務システム更新業務委託 

(2) 履行期間 

① システム構築  契約締結日～令和７年１月３１日 (予定) 

② 運用及び保守期間 令和７年2月１日～令和１1年３月３１日 (予定) 

(3) 履行場所 

酒田市役所 

(4) 提案上限額 

① 本業務に関する費用は237,792,000円以内とする。（消費税及び地方消費税を

含む） 

② 令和6年度の支払い上限額は171,632,０００円とする。 

③ 提案上限額は、契約時の予定価格を示すものでなく、事業の規模を示すものであ

り、この金額を超えて提案することはできない。 

④ 提案書等の内容は仕様書の範囲内とし、費用見積額の中で提案内容を実現するも

のとする。また、提案者は、事業の実施に当たって、その提案内容について改めて本

市と協議の上、本市の承認を受けるものとする。 

⑤ 提案書等に選択しうる複数の内容を挙げた場合には、そのいずれの提案内容につ

いても、提案者が費用見積額の中で実現できるものとみなし、提案内容について、２

通り以上に解釈できる場合は、本市にとって有利な内容で解釈するものとする。 

⑥ 詳細は「１１．（４）価格提案書」による。 

(5) 業務の概要 

酒田市内部業務システム更新に係る構築、導入、データ移行及び運用保守。詳細は酒田

市内部業務システム更新業務仕様書（以下、仕様書）による。 

 

3. 担当部署 

酒田市企画部情報企画課 担当 後藤和紀 

〒９９８-8５４０ 山形県酒田市本町二丁目２番４５号 

電 話： 0２３４-２６-５７２１ 

E-mail： ｊｙｏｈｏ@city.ｓａｋａｔａ.ｌｇ.ｊｐ  
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4. 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たす者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であ

ること。 

(2) 公告日以後に、酒田市競争入札参加資格者指名停止要綱（平成29年告示第580号）

に基づく指名停止を受けている期間がないこと。 

(3) 酒田市暴力団排除条例（平成24年条例第10号）第２条第１項第１号の規定に定める

暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。 

(4) 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）適合性評価制度の認証、またはプライ

バシーマークの付与認定を受けていること。 

(5) 企画提案書の提出までに、酒田市契約規則（平成17年規則第58号）第27条第３項に

規定する指名競争入札参加者登録簿（令和５年・６年）において、業種コード6「OA機

器・情報処理」細目コード２「情報処理」に登載され、山形県内に本社・営業所等を有す

ること。 

(6) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始の申立て、または、民

事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされてい

ない者であること。 

(7) 稼働までに、障害発生の連絡を受けてから２時間以内に障害対応作業が開始できる

よう、システムを一体的に対応する保守拠点及び保守体制が設けられること。 

 

5. プロポーザル実施日程 

本プロポーザルの実施に係る日程は次のとおりとする。 

実施要領等の公表、公募開始 令和６年１月９日（火） 

参加申込書の提出期限 令和６年１月２９日（月）正午必着 

参加資格審査結果通知 令和６年2月1日（木） 

質問書の受付期日期限 令和６年１月30日（火）正午必着 

質問書の回答期限 令和６年２月5日（月）正午まで 

企画提案書等の提出期限 令和６年２月９日（金）正午必着 

プロポーザル審査委員会 令和６年２月１６日（金）午後 ※予定 

審査結果通知 令和６年２月２７日（火） ※予定 

※災害その他の理由によりやむを得ず、上記日程を変更する場合がある。この場合、参加者

に速やかに連絡する。 

 

6. 参加表明書等の提出について 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次に定める書類により参加表明するものとす

る。 
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(1) 提出書類 

① 参加表明書兼秘密保持誓約書 （様式1） 

② 情報セキュリティマネジメント（ISMS）又はプライバシーマークの登録証のコピー 

(2) 提出期限 令和６年１月２９日（月）正午（必着）までとする。 

(3) 提出場所 「３．担当部署」までとする。 

(4) 提出部数 各１部 

(5) 提出方法 持参又は書留郵便若しくは電子メールによる。 

※電子メールで提出する場合は、電話での受信確認を行い、電子メールでの提出後、

速やかに関係書類を持参又は書留郵便で提出すること。（提出期限までに電子メール

で提出されていれば関係書類の持参又は書留郵便での提出は提出期限を過ぎてもか

まわない。） 

 

7. 質問事項の受付・回答 

(1) 実施要領や仕様書の内容についての質問は、電子メールで受け付けるものとする。質

問事項の様式は指定したものとする。 

提出方法は「３．担当部署」へ電子メールによる。（様式3）なお、確実を期すために電

子メールを送信後に「３．担当部署」へ連絡すること。 

なお、機能要求整理表の内容についての質問は受け付けないこととする。内容に疑義

がある場合は、提案者の解釈を機能要求整理表の備考欄を利用して記載すること。 

(2) 質問の受付期間は、令和６年1月9日（火）～令和６年1月30日（火）正午までとし、こ

れ以降の質問は受け付けない。 

(3) 質問の回答については、質問を受付してから指定の日までに質問者を特定できない

形で参加者全員に電子メールで行う。 

(4) 本プロポーザルにあたっては質問期間を設けており、参加者は実施要領や仕様書の

内容について不明や錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。 

 

8. 辞退届の提出 

参加者は、企画提案書の提出期日までに、いつでも本プロポーザルを辞退することがで

きる。なお、辞退にあたっては、その旨を記載した書面（様式は任意）を提出するものとす

る。辞退した者は、これを理由に以降、不利益な扱いを受ける事はない。 

 

9. 参加資格確認の通知 

参加表明書等の提出書類に基づき、参加資格の有無にかかわらず、参加資格確認通知

書（様式２）を電子メールで通知する。 

 

10. 企画提案書等の提出 
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企画提案者は下記のとおり企画提案書等を提出するものとする。 

(1)提出書類 

① 企画提案書（様式5） 

② 機能要求整理表（様式6） 

③ 経費見積書（様式7） 

(2)提出期限 令和６年2月9日（金）正午（必着）までとする。 

(3)提出場所 「３．担当部署」に記されている場所とする。 

(4)提出部数 持参又は書留郵便で提出する場合は提出書類それぞれ各１部のほかに、全

ての提出書類の電子データ（ＰＤＦファイル形式）を記録した電子媒体（ＣＤ

又はＤＶＤ）を１部提出するものとする。 

(5) 提出方法 持参又は書留郵便若しくは電子メールによる。 

※電子メールで提出する場合は、電話での受信確認を行い、電子メールでの提出後、

速やかに関係書類を持参又は書留郵便で提出すること。（提出期限までに電子メール

で提出されていれば関係書類の持参又は書留郵便での提出は提出期限を過ぎてもか

まわない。） 

 

11. 企画提案書の記載上の留意事項 

企画提案者は、本実施要領と仕様書を踏まえ、下記事項に留意し作成するものとする。 

(1) 基本内容 

① Ａ４横置とし、簡潔かつ明瞭に記載すること。また、表紙や目次を含めて全体３０ペ

ージ以内に収まるよう作成すること。なお、企画提案書の項目3「システム構築に

対する取り組み」の（３）導入するシステムについては、別に取り扱うものとし全体

30ページに含めない。 

② 専門的な知識を有しないものでも理解できるよう表現すること。 

③ 企画提案書等の書類は日本語で記載すること。また、通貨は日本円とし、単位に

ついては日本の標準時及び計量法に定める単位とよるものとする。 

④ ページ番号を記載すること。目次を除いた部分を通し番号とし、項目毎にページ

番号を区分しないこと。 

⑤ 本文を表記する文字は、原則として11ポイント以上の大きさとすること。 

(2) 提案事項 

① 企画提案書の作成においては、17.審査基準に示す記載順序、注意事項に従い作

成すること。これに則さない場合は、正しい評価が得られない場合があるので注

意すること。また、企画提案書の記載内容は、責任を持って実行可能な内容とし、

これら内容を説明できる具体的な根拠を必ず示すこと。 

② 表紙には「委託業務名」、「事業者名」、「住所」、「代表者名」、「担当者名（所属、職、

氏名）」及び「連絡先（電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレス）」を記載す

ること。 

③ 追加提案については、価格提案書に示された価格を越えないこと。 

(3) 機能要求整理表 
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別紙の機能要求整理表の各要件に対応状況を記載し、資料が必要なもの は添付して

提出すること。また、機能概要に疑義がある場合は、備考欄を利用して提案者側の解

釈を記載すること。 

対応状況の記載は以下のとおりとする。 

① 〇：標準機能、またはカスタマイズを実施することで実現。 

  ※カスタマイズを実施し機能を実現する場合は、備考欄にカスタマイズと記載し、

想定されるＳＥ作業工数を記載すること。 

② ×：対応しない。 

提案者側の解釈に誤りがある場合はヒアリングの上、実現性を調査し対応状況の修正

をする場合がある。 

(4) 経費見積書 

導入経費、月ごとの運用（保守）料等の必要経費の総額として見積額を提案すること。

導入経費と運用（保守）料等の総額を記載し、内訳書に明細を記載すること。 

(5) 提案書の取扱い 

提出された企画提案書等については返却しない。原則として第三者への公開はしな

いものとするが、酒田市情報公開条例の対象行政文書となるため、本業務の審査終

了以後に情報公開請求や情報公開請求訴訟によって、公開される可能性がある。 

 

12. 審査方法及び審査結果 

審査は、本市が設置する内部業務システム更新業務委託プロポーザル審査委員会（以下、

「審査会」という。）において、提出された企画提案書等の内容及び提案プレゼンテーション

審査を基に総合的に評価し、最優秀提案事業者及び次点者の選定を行うものとする。 

審査会において、必要に応じてヒアリングを行う場合がある。 

審査会は非公開とする。 

(1) プレゼンテーションの日時 （予定） 

令和６年2月１6日（金）午後からの指定日・指定時間。 

指定日時は別途お知らせする。 

(2) プレゼンテーションの場所 

指定場所は別途お知らせする。 

(3) プレゼンテーションの出席者は3名以内とする。 

(4) プレゼンテーションの持ち時間 

持ち時間は準備時間を除き60分とする。 

審査委員による質疑がない場合は質疑応答時間が短くなる場合がある。 

準備時間 5分程度 

プレゼンテーション 30分程度 

質疑応答 30分程度 

(5) プレゼンテーションの内容 

企画提案書に沿って行うこと。 
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(6) 使用機器等 

プロジェクターとスクリーンは、酒田市が用意する。プロジェクターはHDMI入力端子

を有している。その他の機器（パソコン等）が必要な場合は準備すること。 

(7) 配布資料 

プレゼンテーションの内容を補足する目的でプレゼンテーション前に資料を配布する

ことは認めるが、企画提案書に未記載の内容について記述があると担当職員が判断

した場合はこれを認めないものとする。 

 

13. 最優秀提案事業者の選定 

(1) 提案内容の評価 

本プロポーザル審査委員会において審査の結果を基に、最優秀提案事業者を決定す

る。 

(2) 審査日 令和６年２月１６日（金） 

(3) 選考結果通知 令和６年２月２７日（火） 

(4) 選考結果 全ての企画提案者に通知する。 

(5) 選考経過 プレゼンテーション及び審査会の内容について一切公表しない。選考内容、

選考の理由及び選考結果に対する質疑、異議申し立ては受け付けないものとする。ま

た、企画提案者が１者のみの場合であっても審査を実施し、提案内容が本業務に適し

ているかを審査する。 

 

14. 契約の締結 

(1) 最優秀提案事業者に選定された者は、随意契約により委託契約を締結する。なお、業

務委託条件・仕様等は、契約段階において修正を行うことがある。 

(2) 本件プロポーザルは、受託候補者の選定を目的に実施するものであり、具体的な成果

品を求めるものではない。契約後の業務については、提案内容を踏まえつつ、市と受

託者と協議し実施する。 

(3) 最優秀提案事業者と契約締結の交渉が決裂した場合は、次点の企画提案者と契約締

結の交渉を行う。 

(4) システム構築業務は、システム構築及び令和７年2月１日～令和１1年３月３１日までの

ソフトウェアの使用権利に加えて、令和7年2月1日から令和7年3月31日までのハー

ドウェア及びソフトウェアやシステムの運用に関する保守の業務を含むものとし、令和

6年度の業務完了時に支払うものとする。 

(5) 令和７年度～令和10年度の業務については、ハードウェアおよびソフトウェアやシス

テムの運用に関する業務とし、年度ごとの業務完了時に支払うものとする 

(6) 契約手続き及び契約書は、酒田市契約規則（平成17年規則第58号）その他の市の契

約に関する規定に定めるところによる。 

(7) 契約の締結後において、受託者に本件プロポーザルにおける失格事項に該当するこ

とが判明した場合は、当該契約を解除するものとする。 
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15. その他 

(1) 企画提案書の提出は、１者につき１案のみとし、企画提案書の作成、応募、プレゼンテ

ーション等や本プロポーザルに要する費用はすべて提案者の負担とする。 

(2) 企画提案書等の提出された書類等は返却しない。また、企画提案書等の提出後の書

類の差替え及び再提出は、認めない。ただし、本市の判断により記載内容の確認、補

足資料の提出、資料の修正等を求めることがある。 

(3) 提出された企画提案書等は、酒田市情報公開条例（平成17年条例第19号）の対象行

政情報となるため、情報公開請求があった場合、公開することがある。企画提案書等

は選定作業を行う際、複製を作成し、これを利用する。 

(4) 企画提案書等の著作権は事業者に帰属し、提案者に無断で本件プロポーザル以外に

は使用しないものとする。 

(5) 企画提案書等は、プロポーザルの特定を行うために必要な範囲または情報公開等の

ために複製を作成することがある。 

 

16. 失格事項等 

次のいずれかに該当する場合は、提出された企画提案書等を無効とする。 

(1) 提出期限を過ぎて提出された場合。 

(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合。 

(3) 審査の公平性を害する行為があった場合。 

(4) 審査委員または関係者に本企画に対する助言を求めた場合。 

(5) 実施要領及び仕様書等で定める事項に適合しないもの。 

(6) 企画提案書等に記載すべき事項が記載されていないもの。 

(7) 価格提案書の金額が「１．業務の概要」で示す上限額を超えた場合。 

 

17. 審査基準 

（１）提案評価は下表の通りとする。 

評価項目 配点（満点） 構成比 

提案書評価 500点 50% 

機能要求評価 350点 35％ 

価格評価 1５0点 15％ 

合計 １,００0点 １００％ 

（２）企画提案者から提出された企画提案書等を基に、下記に記す項目の視点で それぞれ

評価し評価点の算出を行う 。そのため、作成する企画提案書は、本業務の趣旨及び

目的を踏まえ、下記の項目を記載すること。なお、記載順が次表と異なる項目があっ

た場合、その項目に対し点数を付与しないことがある。 



 

- 8 - 

 

◎企画提案書評価対象項目及び採点基準表 

評価対象項目 記載内容 配点 
優れている評価に 

対する観点 

1. 事業者概要 

  (1) 
提案者の会

社概要 

提案者の会社概要（設立年月

日、代表者氏名、所在地、従業

員数（自治体システム専従人

数）、業務内容、資本金、保有資

格等）を記載すること。 

10 
提案者の会社概要が記載

されていること。 

  (2) 

提案者及び

提案するサ

ービスの導

入実績 

過去 10年間において、提案

するサービス（人事給与、財務

会計、庶務事務の 3つのいず

れも）の導入実績について、人

口 10万人以上の市または特

別区）が発注した同種業務の

履行及び導入実績があるか記

載すること。 

20 
提案サービスの導入実績の

件数。 

2. 基本方針  

  (1) 

本業務の

「目的」や

「基本方針」

対しての提

案 

・ソフトウェアの概要、機能、特

徴、推奨理由について記述す

ること。 

・システムにおける開発内容や

構築範囲を示したシステムの

全体像をイメージ図、アプリケ

ーション構成図等を用いて記

述すること。 

・システムのバージョンアップ

サイクルも記載すること。 

60 

・具体的であり有益な事柄

が記載されているか。 

・課題（伝票の起票や審査

処理、旅費請求処理業務の

簡便化、ミス軽減策など）の

解決策を示しているか。 

3. システム構築に対する取り組み  

  (1) 

提案システ

ムの特長及

び優位点 

利用者が便利なシステムの特

徴や優位点について、本市に

有用なものであるか示すこと。 

システムのバージョンアップサ

イクルも記載すること。 

60 

・利用者が便利なシステム

の特徴や優位点について、

本市に有用なものである

か。 

・バージョンアップサイクル

の期間を 5年以上として

いるか。 

  (2) 
全体の操作

性 

画面構成や操作性に加えて、

利用者が使いやすいシステム

であるか示すこと。 

現行システムからの移行に際

して、利用者の負担が少なくな

る方策について記載すること。 

50 

・操作の流れが分かりやす

いか。 

・ボタン類の配置が実際の

利用に則しているか。 

・配色やデザインにより機

能が分かりやすいか。 

・操作に迷った際に画面上

にヘルプや指示が表示され

るか。 

  (3) 

導入するシ

ステムにつ

いて 

次の事項を記載すること。 

①ハードウェア構成図 

②ハードウェア一覧表（CPU、

20 
提案システムに関する記載

内容。 
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メモリ、ディスク容量等詳細に

関する説明資料も、補足資料

として任意の書式で添付する

ことを認める） 

③ハードウェア構成全体での

信頼性、保守性、拡張性向上策 

④ソフトウェア構成図（ハード

ウェア別の構成を分かりやすく

記載すること。） 

⑤ソフトウェア一覧表（ハード

ウェアとの数量の関係を明確

に記載すること。） 

⑥ネットワーク構成図 

  (4) 
業務継続性

について 

・障害発生時や災害時等にお

ける業務継続性に対する具体

的対策や連絡体制を記載する

こと。 

30 

・事業の早期復旧、被害を

最小限に抑えられる提案で

あるか。 

・データのバックアップ・保

管について有用な提案であ

るか。 

・緊急時の連絡体制が構築

されているか。 

  (5) 

システム及

びデータの

移行業務の

考え方につ

いて 

・提案者と本市それぞれの役

割や移行方法（スケジュール、

実施手順、移行結果の検証方

法）が記載すること。 

・次に示すデータの移行方法を

記載すること。 

①基盤：職員、所属情報 ②基

盤：職員、所属異動履歴情報 

③財務：科目、債権債務者情報 

④財務：伝票情報 ⑤財務：電

子決裁情報 ⑥人給：職員、給

与台帳 ⑦人給：給与支払履歴 

⑧庶務：各申請情報 ⑨庶務：

出勤簿情報 ⑩庶務：年末調整

申請情報 

・業務システム移行実績を記載

すること。 

50 

・移行スケジュールに無理

がないか。 

・移行データの整合性確認

が確実な方法であるか。 

・本市にとって業務負担が

少ない提案であるか。 

  (6) 
研修につい

て 

具体的な研修計画（時期、体

制、方法、回数等）を記載する

こと。 

40 

・仕様書で示した研修内容

の提案がされているか。 

・利用者がわかりやすい研

修内容か。 

・研修受講者に負担のない

受講方法であるか。 

4. 運用及び保守  
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  (1) 

運用及び保

守業務の考

え方と具体

的業務内容

について 

以下の事項を含めて記載する

こと。 

①提案者と本市の役割分担 

②システム所管課職員に対す

る業務負担の軽減策と適正運

用を確保する方策 

③テスト環境構築の実現と運

用方法 

④ソフトウェア、ハードウェア、

システム全体における保守業

務の内容及び範囲（構成管理、

リリース管理、容量管理、変更

管理方法についても記載する

こと。） 

④監視に関する提案 

50 

・システム所管課職員の業

務に負担が生じないような

工夫や、支援体制が構築さ

れているか。 

・市職員のみでテスト環境

が利用できる環境が構築さ

れているか。 

・システム導入後において、

ソフトウェア、ハードウェア、

システム全体の管理が適切

に行われるような方策がと

られているか。 

・早期に異常が発見できる

仕組みが提案されているこ

とか。 

・発見後速やかに復旧でき

る保守体制が構築されてい

るか。 

5. プロジェクト管理  

  (1) 

プロジェクト

管理の考え

方及び工程

毎の業務内

容、体制構

築について 

以下の事項を含めて具体的に

記載すること。 

①提案者と本市の役割分担 

②仕様管理や課題・問題管理、

遅延発生時の対処方法 

③業務工程（システム導入、保

守・運用）に応じたプロジェクト

の推進体制（体制図等を作成

し、作業内容・業務別配置人員

数を明示すること。） 

④事業の一部を委託する場合

は、事業協力予定者との連携

内容 

40 

・期限内での遂行が可能で

あるか。 

・進捗や課題管理の方法が

適切であるか。 

・進捗や課題を情報共有で

きる環境を構築している

か。 

・想定されるリスク対応が

適切であるか 

・これまでに同類事業に関

連する経験・職歴がある者

や組織が参加するなど魅力

的な実施体制であるか 

6. 追加提案 

独自の取組について提案があ

り、その内容をもとに本業務の

効果等を一層向上させること

が期待できる内容を記載する

こと。なお、提案内容は本調達

に含まれるものとする。 

70 

・行政のDXへの取り組み

を理解した提案であるか。

（一例として、AIや RPA

などのツールを活用した業

務軽減策など） 

・その他、独自の取組につ

いて提案があり、その内容

をもとに本業務の効果等を

一層向上させることが期待

できる。 

 


